
【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 33,000 千円

【歳出】社会保障施策に要する経費 547,186 千円

 （単位：千円）

うち社会保障財源化分

 障害者福祉事業
（障害者自立支援給付事業等）

 高齢者福祉事業

（福祉灯油助成事業等）

 児童福祉事業
（子育て支援事業等）

 母子福祉事業
（母子家庭等高校生教育扶助費）

　　　小　　　計 322,784 142,840 9,604

 介護保険事業
（操出金）

 国民健康保険事業
（操出金）

 後期高齢者医療事業
（操出金等）

　　　小　　　計 129,501 107,842 9,332

 予防対策事業
（予防接種事業等）

 医療事業
（ひとり親家庭等医療給付事業等）

 医療提供体制確保事業
（救急医療等体制整備事業等）

 診療所事業
（操出金）

　　　小　　　計 94,901 87,292 6,164

　合　　　　計 547,186 337,974 25,100

令和３年度予算
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

区分 事業名 事業費
一般財源

社会福祉

106,496

1,260 1,260 208

29,049 2,070

171,419

10,825 798

54,362 43,846 4,203

103,063 6,597

43,609 9,468 729

7,587 676

14,186 14,186 726

社会保険

53,171 53,171 4,331

21,968

51,970 51,970 3,698

※社会保障施策に要する経費とは、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する施策

保健衛生

14,717 13,549 1,064

14,028


